
近代学校における運動場の形成過程に関する研究（
第1部） :
岩手県学校設置開申書の分析から（明治16年）

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 大久保, 英哲

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/20454URL



143

近代学校における運動場の形成過程に関する研究(第１部）

－岩手県学橘設置開申書の分析から（明治16年)－

大久保英哲

Ahistoricalstudyonthedevelopmentsofelementaryschool

playgroundsinlwateprefectureofMeijiEra(Part１，１８８３）

ＨｉｄｅａｋｉＯＨＫＵＢＯ

Abstract(partD

ThefirststandardsforbuildinganelementaryschoolplaygrounndinJapanwereprovided
forbytheStandardsofElementarySchoolFacilities，1891．Afterwards，theplaygroundof
elementaryschoolsinJapanhadbeenwellequipped

Thｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｃｌａｒｉｆｙhowtheplaygroundsoflocalelementaryschools
werelocatedbeforetheestablishmentofthestandards、Themainmaterialsare383school

planefiguresinapartoftheapplicationsofschoolestablishments,whichwerepresentedtothe
IwatePrefecturalOfficeduringl883-84・

Inthispaperatthebeginning,ｔｈｅｐｒoblemofl69schoolplanefiguresinl883aretreated
asPartl、Ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｔｈｅｒｅｓｔ２１４ｅｘａｍｐｌｅｓｗｉｌｌｂｅｔｒｅａｔｅｄａｓＰａｒｔｌＬ

Ｔｈｅｓｕｍｍａｒｙｏｆｔｈｅｒｅｓｕｌｔｗａｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ：

１)Ｏｎｌｙ３８ｏｆｌ６９ｅｘａｍｐｌｅｓ(21％）ｎａｍｅdtheareaoftheplaygroundAmongthｅｍｔｈｅ
ｍａｘｉｍｕｍａｒｅａｗａｓ２９１ｔｓｕｂｏ(960,2),theminimumareawas8tsubo(26.4,2),andthemean
areawas756tsubo(249.5,2)．

２)１２４examplesestimatedtheplaygroundａｒｅａ(TotalschoolareaminusSchoolhousearea）
wereclassifiedintothreegroups．Ａ)under50tsubo(165,2)-56,Ｂ)50-100tsubo(165-330,2）
-26,Ｃ)overlOOtsubo(330,2)-42．Thatistosay,about60％oftheelementaryschoolsinthose
dayshadhardlyanyplaygroundarea、

３)Mostoftheformsoftheplaygroundswereabouttheschapeofsquare、
４)Mostbearingsoftheplaygroundsweresouthoreastintheschoolarea．

いう施設の側面を通して検討しようとするもの
である。

明治５年の「学制」によって制度上実施され

ることになった「体操」は，明治10年代の後半

に至って，軽体操の全国への普及という形で一

研究の動機・目的

本研究は，岩手県を事例として，わが国の地

方における一般小学校の近代学校体育の草創期

における形成過程の一端を，主として運動場と
平成元年９月14日受理
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応の実体化を見た（能勢'))。そうした全国各地

への体操普及過程を指導者という側面から眺め

た時，最も大きな役割を担ったのは，言うまで

もなく明治14年から全国各地域の中等学校に派

遣された体操伝習所の卒業生たちと，彼らから

体操の指導法を伝授されて，さらにそれを各地

域の小学校等で実施していった各地の師範学校

卒業生たちであった。その点で全国津々浦々ま

での体操の普及は２つの局面から捉えられるこ

とになる。しかるに，これまでのわが国の近代

学校体育の地方への普及過程の研究について

は，主としてこの第１局面，即ち体操伝習所卒

業生たちの地方における活動を中心に検討が加

えられてきた(能勢2)，大久保3)）と言ってよい。

例えば岩手県の場合，体操伝習所第１回卒業

生原収造の指導によって，岩手師範学校と中学

校を舞台にして，明治14年からきわめて積極的

かつ活発な体育活動が展開されていた事が報告

されている（大久保3))。けれどもこの第１局面

の舞台となったのは県立学校であり，予算や施

設・設備等の教育環境は各県を代表する学校と

して特異に恵まれた状態にあったことを忘れる

わけにはいかない。

これに対して第２局面ではどうだったのであ

ろうか。この段階については主に史料的制約4）

から，十分研究が加えられていないのが現状で

ある。しかしながら，第１局面の言わばエリー

ト・モデルスクールと，国家統制的に義務教育

化されながら国家権力としての政治的・経済的

基礎が未確立・不安定なために，莫大な小学校

教育費の財源を完全に住民負担に依存するとい

う歴史的桂桔の中で出発せざるをえなかった第

２局面の学校（根津5)）では，事情は大きく異

なっていたはずである。即ち新たな小学校教育

費の財源負担を課せられた6)住民にとって基本

的に「学校は厄介者」７)だったのであり，「教員

の給与支払い困難｣8),,)な事態がまま生じるよう

な一般学校では，体操実施も第１局面のように

順調にばかり行われたのではなかったのではな

いかと考えられる。仮に体操に指導能力と熱意

を持った師範学校卒業生が赴任してきたとして

も，その実施には２つの克服すべき障害が存在

していた。１つは体操という教材について住民

の理解を得る問題であり，１つは施設（場所）

の問題である。

先ず，それまでの読み・書き・算盤を中心に

した寺子屋時代の教育内容からいきなり外国の

翻訳的教科内容に切り替わったのであるから，

それに対する戸惑いは少なくなかった。中でも

体操は「身振り・手振りなど発狂人の稽古」'０)と

して相当の違和感を以て受け止められた教科

だった。これは体操がわが国の文化的伝統とは

全く異なった土壌から生まれた輸入教材であっ

て，必ずしも好意的にばかり受け取られたので

はなかった事実を示すものである。そして，こ

うした「発狂人の違和感」がどう咀囑され，自

己のものとして同化されてきたのかは実はわが

国の近代精神の形成と関わって重要な問題であ

り，体育史研究の側からもぜひ明らかにされな

ければならない課題である。

明治18年に岩手県内で体操を実施している学

校は｢およそ50校｣'1)となったが，この数字はど

のように理解すべきなのであろうか。当時の総

小学校数は754校'2)であるから,実施率から言え

ば僅か6.6％に過ぎない｡ほとんど体操は行われ

ていなかったとさえ言いうる数値である。けれ

ども，これを指導者養成の観点から見るとまた

様相は違ってくる。

原収造着任（明治14年９月）から離任（明治

17年２月)迄の岩手師範学校卒業生は53人'3)｡こ

の当時の岩手師範学校の修業年限は２年半（中

等師範学科)，もしくは４年（高等師範学科)'4）

であるから，原の指導を受けさらに彼の消極的

継承者'5)であった山内卯太郎の指導を受けた卒

業生42人'3)を加えても，この調査時点(明治18年

12月）までの卒業生は全部で95人であったこと

になる。当時，体操指導が可能であったと思わ

れる人々は，この95人の師範学校卒業生の他に

は体操講習会の受講者およそ90名である。合計

約200人中「およそ50」人が体操を実施に移した
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のであるから'6)，実に４人に１人は忠実に師範

学校の教育に従って体操を実施したことにな

る。また施設の面から見るならば，同様の率で

当時の学校は既にまがりなりにも体操を実施し

うる運動場を有していたか，あるいは近接地に

これに代わるものを得られたことになる。当時

の「体操」が移動運動をあまり伴わない形式的

徒手体操が中心であったとは言え，やはりそれ

でもある程度の広さ（およそ１人１坪見当）を

必要とするものであったことには違いない｡｢体

操｣を実施に移せるか否かには，運動場の有無，

広狭が密接に関わっていたのであることは，明

治19年に西南閉伊郡を学事巡視した岡井益太郎

督学官が「遊歩場が無いために体操を実施でき

ない」という教員の体操不実施の釈明に「やむ

を得ざ」ることと理解を示している'7)ことから

も知られよう。このような事情を魁酌するなら

ば，この当時体操指導可能な教員の中で４人に

１人が体操を実施できたということは,｢運動場

など殆ど無かった」（梅根'9))と言われる当時に

あっては驚くべきことであって，後に述べる奈

良県を調査した津田'8)の得た結論とは大分ち

がってこざるを得ない。

そしてこの時代以後の近代学校体育の普及と

定着は体操伝習所卒業生の順調な輩出によっ

て，指導者という人的問題から次第に運動場の

確保と拡大という物理的問題に移行していった

と考えられる。しかしながら，その際の運動場

の確保や拡大のための努力や負担は一切住民に

負わせられていたのである。前述した梅根の言

うように，近代学校体育の展開とともに運動場

が確保され拡大されて行ったとすれば，そこに

は「発狂人のような」体操という住民の体操に

対する否定的な受容態度が次第に肯定的な態度

に変化していったのでなければならない。近代

学校体育の形成はそうした人々の受容に支えら

れてはじめて可能であったのである20)。地域の

人々がどのような過程を経て近代学校体育を受

容して行ったのか，本研究はそれを学校運動場

の確保と拡大の過程の中に捉えようとするもの

である。そこで本小論ではそのための第１歩と

して，こうした運動場確保や拡大に関する研究

の出発点となる，「体操｣がまだ未定着の頃，即

ち明治１６．１７年当時の岩手県下の運動場実態に

ついて明らかにしておきたい。

先行研究の検討及び研究の方法

ところで，運動場に関する歴史的な研究には

いくつかの先行研究が見られる｡例えば,梅根'9）

はわが国の学校が現在のような広い運動場をも

つことを定めたのは明治32年のことであり，こ

れは学校でベースボールやフットボールはては

隊列行進（兵式体操）など移動運動を伴う教材

の普及が相当程度進行した時点でもたらされた

ものであったことを明らかにしている。近代学

校が初めからこうした広い運動場を有していた

のではなかったのである。さらに,谷釜21)は主と

して法制史の観点からこうした運動場の定型化

要因を検討し，それには①運動教材の種類，②

日照等の衛生上の配慮，③経済的要因，の３つ

の要因が存在することを明らかにした。福地

ら22)はこれらを踏まえて地域史の観点からの検

討の必要性を認め，群馬県の場合について若干

の事例研究を行った。さらに,津田'8)はこうした

地域史研究には地域の状況や財政事情の考慮が

不可欠であるとして，それらに関する記述が豊

富に見られる当時の「学校設置開申書」に着目

し，明治15年から17年までの奈良県における学

校設置開申書451通を分析した。これによれば，

当時の奈良県下で，遊歩場もしくは運動場と明

示されていた例は僅かに16校しか無く，明示さ

れていない場合も含めてその面積は非常に狭

く，全体の８割の学校が運動場として利用可能

な敷地を100坪(18ｍ四方)未満しか持っていな

かった。現在からすれば無きに等しいと言える

ものであったが，これは学校が寺院等を借用し

たり，新設されてもせいぜい100坪前後の校地面

積しか持たなかったことから来る限界であっ

た。運動場どころか学校の設立維持すら辛ろう

じて成り立っていた当時の状況を浮き彫りにし
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たと言ってよい。このように津田の研究方法は

明治における学校体育草創期の運動場を社会

的・経済的視野の中で総合的に捉えることに成

功している点で注目すべき方法であった。それ

によって，従来あまり明らかにされてきていな

い，各地方における住民の近代学校体育の形成

への関わり方や態度の一端が明らかにされる可

能性が考えられるからである。

そこで本研究はこの津田の優れた研究モデル

を援用して，岩手県の場合について検討する。

資料は,明治16年の岩手県学校設置開申書169通

と，明治17年の岩手県学校設置開申書214通,合

計383通を主に用いる。

史料について

既設学校の開申書も提出していたものと考えら

れる。いずれにしても明治16年の通達によって

当時の岩手県内の全ての学校は「学校設置開申

書」の提出を義務づけられたわけである。

（２）「岩手県学校設置開申書」の提出状況

明治13年の開申書提出令以後，各郡役所を経

由して開申書が県庁に集められた筈である。開

申書綴りは明治14年分から作成されてはいる

が，明治14,15年分の簿冊は汚損が激しく，判

読を断念せざるを得なかった。しかしその分量

はきわめて少なく，この２冊の簿冊に収められ

ている開申書数は，その分量からみてせいぜい

30校分程度と思われる。

さて，明治16年に提出が多かった郡は，稗貫

郡，東和賀郡即ち北上川沿いの郡役所を中心に

した地域であってＪ他の地域は比較的少ない。

明治16年10月９日付前述督促「御達」がこれら

の地域を除外していた理由もこの点にあったと

考えられる。明治17年には殆ど全県下の地域か

ら提出が見られることから，この督促「御達」

（１）「岩手見学校設置開申書」の法的根拠

明治12年９月29日「教育令」は，第20条「公

立学校を設置或ハ廃止セント欲スルモノハ府知

事県令ノ認可ヲ経へシ｣，第21条｢私立学校を設

置或ハ廃止スルモノハ府知事県令二開申スヘ

シ｣，と町村立・私立学校の設置・廃止に際して

は県令に報告もしくは認可を受けなければなら

ないことを規定した23)。岩手県ではこれに基づ

いて明治13年４月16日付で「公立学校設立願伺

届文例文部省伺之件｣24)を管内に布達,次いで明

治14年６月21日付で「改正教育令」第22条に基

づいて「町村立私立学校幼稚園書籍館設置廃止

規則」２５)を追加布達した。

しかし，この通達だけでは開申書の提出状況

が思わしくなかったらしく，岩手県では明治１６

年10月９日に「既設二係ル学校設置開申方，各

郡役所へ御達｣2`)を発してその督促を図った゜こ

れは以前の通達では新設の学校しか開申書を提

出して来ず，既設の学校は未提出であった状況

を示すものと思われる。これは新設の学校のみ

が提出すれば良いという誤解を生むような県側

の通達ミスの結果であったのか，それとも政策

の変更であったのかは明確ではないが,督促｢御

達」が稗貫郡，東西和賀郡を除外する旨の序文

を添えているところから，この３郡は最初から

鱗
諭）郡［

西磐井郡Ｉ郡

図１明治16.17年の学校設置開申書提出状況

（上段は明治16年，下段は17年を示す。（）は運

動場表記数）
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の効果が窺われる。結果的に，明治16年と17年

の違いを時間的推移による同一地域の比較とい

う形で利用することは無理である。（図１参照）

今回得られた資料は，明治16年分169校分，明

治17年214校分，計383校分である。しかしなが

ら,明治16年の岩手県内の総小学校数は635校で

あるから，およそ半数の学校しか提出しなかっ

たことになる。なお，提出の遅れた分が明治１８

年以後の簿冊にも存在する可能性も考えられる

が，その点については未検討である。

（３）「岩手県学校設置開申書」の内容

「開申書｣に記載されている内容や形式は個々

の学校によって若干の差異が見られるが，一般

的な例として紫波郡初内小学校の場合を示して

おこう（注27)参照)。

注27)のように｢開申書｣には，設置目的，名称，

位置，学科学期課程,教科用書籍器械，試験法，

入学退学等の規則，休業定日，授業料規則，生

徒心得，生徒罰則，教員等職務心得，教員及び

助手の人員数と俸給，学力品行及び履歴，生徒

数，敷地建物，歳入歳出予算，保護負担の町村

名，学校平面図，借用書，等が含まれている。

なお，注の図２，図３はこの朽内小学校「設置

開申書」に添付されている借用証書と学校平面
図の一部である。

（４）運動場名称の有無と実態

この記載内容にみられる項目は「本県御成規

之通」という字句から察せられるように，モデ

ルがある。明治15年岩手県が学事規則を改正す

るに当たって文部省に問い合わせた「小学校通

則制定文部省二伺イノ儀」に同様の項目及び例

規が見られるからである。この例規の中で本研

究にとって重要と思われる項目について簡単に
言及しておく。

「生徒心得」第15条は「遊歩場二在テパ快活

和順ナル遊戯ヲ為シ幼童ヲ致傷スル事勿レ｣,ま

た第１8条に「校内ノ花卉及遊歩場備付器具ヲ致

損スル事勿レ」と「遊歩場」について述べてい

る。遊歩場の存在を前提としているかのようで

ある。しかしながら，「本県御成規之通｣という

栃内小学校には学校平面図にまがりなりにも

「遊歩場」が見られるものの，例えば二戸郡田

野小学校などでは，遊歩場について言及した生

徒心得を例規通り記載しながら，その平面図に

は遊歩場は明記されていないし，またとくにそ

れに相当するような敷地を取っている形跡も見

られなかった。逆に平面図に「遊歩場」がある

学校の生徒心得を見ても，遊歩場に関する言及

のしかたが他と異なっているわけではなく，結

局どの学校でも県側で作成した通則例規をその

まま機械的に採用したものと考えられる。した

がって，生徒心得に「遊歩場」記述が見られる

から，あるいは平面図にそのような記述が見ら

れるからといって，実際に「遊歩場」が存在し

たと考えることは危険である。津田の指摘した

ように，平面図等に見られる校地面積と校舎の

位置や面積，方位等を実体的に検討する必要が
あるのはこのためである。

本研究では明治16.17年における学校運動場

の実態を主として「学校設置開申書」に添付さ

れている平面図をもとに検討していく。その際，

それぞれの年度の資料数が数百点に及ぶこと，

明治16年分には特定の地域からの提出分が多く

みられ，地域性なども考慮する必要があること

等の理由から，第１部（明治16年)，第２部(明

治17年）に分けて論述していくことにする。

第１部明治16年「学校設置開申書」に見

る学校運動場実態

（１）運動場の面積

（a）運動場面積が明確に特定できるもの

今回得られた平面図の中で，運動場の面積を

明確な形で把握できたのは,169例中38例であっ

た。これは３通りあり，①平面図中に敷地坪数

や建物坪数とともに「遊歩場」の記述があり，

敷地坪数や建物坪数からその面積が算出できる

もの（32例)，②面積を「遊歩場○坪」と明記し

ているもの（5例)，③運動場に相当する部分を

「敷地」と称して示しているもの（１例）に分



金沢大学教育学部紀要（教育科学編）148 第39号平成２年

表１明治１６年「運動場」表記があり、面積の特定できる学校
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NＯ 郡名 学校名（小学校）

（人）

生徒数

（坪）

鮒也面積

（坪）

建物面積

_Ｌｉ２Ｌ

形状｜位置
＿運動場

名称｜面積｜形状｜方位’１人当｜（坪）

平均 131.8 112.4 34.0 75.6 0.77
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けられる。(名称の違いを抜きにすれば③は①に

相当する｡)表１はこれら38例をまとめたもので

ある。(Nol下河原小学校からNo35八重畑小学校

までが①，Nq36本城小学校からNq37花巻小学校

までが②，No38豊沢小学校が③である｡）

これらの中で最も広い運動場を有していたの

はNq33黒沼小学校の291坪である。100坪以上の

運動場を備えているのはNq33黒沼小学校を含め

た10校である。この100坪というのは，それで

もって運動場の設置基準が整ったとされる明

治32年の「小学校設備準則」にもりこまれた尋

常小学校の運動場最低面積が100坪なのである。

（生徒数が100人を越える場合,１人当たり１坪

以上の広さが付加される｡)運動場の広さは，そ

こで行われる運動の種類や内容，人数等を考慮

しなければならないが,100坪は18メートル四方

の大きさであり，決して広いわけではない。残

り28校に至ってはNo6に三照小学校の93坪が

もっとも広く，狭いものはNC17才羽小学校の僅

か８坪である。平均は75.55坪である。以上は運

動場の表記があり，かつその面積が何らかの形

で特定できる学校についてのみ見た場合であ
る。

（b）運動場上限値が計算できるもの

上述38例以外にも，敷地面積から校舎面積を

差引いて残った部分の面積，すなわち運動場に

なりうるフリースペースが広い学校もあった。

しかしながら，実際にその内のどれだけが運動

場と見倣せるかということにはいくつかの問題

がある。第１は上述の38例以外については形状

のみが示されており，実際の面積を正確に知る

ことはできない。平面図の正確性によってフ

リースペースの大きさが全く異なってくるので

ある。第２に，敷地の大きさや形と校舎の位置

によって運動場と見なしうる面積は大分違って

くる。敷地面積から建物面積を引いた値はその

学校の運動場面積の上限にはなりうるが，その

まま運動場面積とはなりえないからである。そ

こで，平面図から運動場の面積を特定できない

学校については，運動場面積の上限として敷地

￣●-￣と一一一一-￣_￣＿￣￣
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図４束和賀郡黒沢尻川岸学校（明治16年）
（）は筆者
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図５束和賀郡山ロ学校（明治16年）
（）は筆者

坪数から建坪数を引いた面積で考えることとす

る。但し，この値が実際の運動場面積とどれく

らい近いかということは，敷地の形や建物の位

置，形によって様々である。

例えば，図４，図５はそれぞれ東和賀郡の黒

沢尻川岸学校，山口学校の平面図である。敷地

面積はともに80坪で，建坪はそれぞれ26.5坪，

30坪であり，差し引くと53.5坪，５０坪となる。

ほとんど数字の上では差がないと言えよう。し

かしこの両校は建物の位置が異なる。山口小

学校は，建物が敷地の北端にあるため，５０坪と

いう数値はほぼ実際の運動場に等しいと考えて

よいと思われるが，建物が敷地の中央にある黒

沢尻川岸学校の53.5坪は建物の周囲の面積で

あって，これを運動場と言いうるかどうかは問

題であると言わなければならない。
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表２上限となりうる運動場面積（敷地面積一建物面積）

紫波郡」ﾛﾛﾖ郡

以上のような問題は残るが，ここではとりあ

えず，あくまでも運動場の上限と考えられる値

として,敷地坪数から建坪数を引いた値を169例

全部について算出を試みた。その結果を各郡別

にまとめたのが表２である。

この表でも分かるように，算出できた学校は

124校と全体の７割であった。これは,①平面図

に建坪数しか記入されていない②平面図に寸

法が全く記入されていない③立体画のみで平

面図もない，例があったためである。124例の内

約５割の56例は50坪未満であり,26例は50-100

坪である。即ち，およそ６割の学校は100坪(１８

メートル四方）の運動場さえ確保できなかった

ことになる。

一方，300坪以上の学校が意外に多く，１１例を

数えた。中でも最も広いのは，稗貫郡根子学校

で1332.5坪であった。

（c）生徒１人当たりの運動場面積

ところで，学校の運動場面積を見る時，学校

規模即ち生徒数も考慮しなくてはならない。そ

れは生徒１人当たり１坪以上の運動場面積が要

求されるからである｡そこで上記(a)38例と(b)124

例を合計した162例について,運動場面積を生徒

数で割った割合で面積の大きさを見ることにし

た。その結果が表３である。

全部で11郡の内，江刺郡と稗貫郡の２つは，

1.0以上ある学校の割合が５割以上と高い数値

を示していた。他の郡は概ね３割程度ある。例

えば，東和賀郡は表２によれば，８割の学校が

狭い運動場面積（100坪未満）しか持っていな

かった(この100坪未満36例の内26例は50坪にも

満たない）が，生徒１人当たりで見ても１坪以

上を示す1.0以上は全体の約３割足らずで,学校

の規模がきわめて小さく敷地面積も少なかった

ことが窺われる。

北上川沿にある江刺，稗貫の２郡が高い数値

を見せているのは，当時の水運による交通体系

によって，比較的早くからこの地域が学校教育

に敷地を多く提供できる余裕を持っていたこと

を示しているのかもしれない。

表３１人当たりの運動場面積

紫波郡」U1Jﾖ郡

IＬｑ－Ｕ－ｔ

Ｍｊ－ｕｂ

西NMI(坪） 胆沢郡 江刺郡 】櫛ﾄﾞﾛBY郡 西和賀郡 稗貫郡 ｣上岩手郡 南岩手郡 二戸郡 紫波郡 ｣Ｕ1戸郡 東閉伊那 合計
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表４小学校の敷地面積（明治１６年）

回職R（坪）Ｉ胆i尺郡ｌｉｍＸｌｇＢ１Ｆ庖和督郡Ｉ西和督翫lfZ11g燕
」．邦

UＵ－２００

』【X】：弧

ｍＯ－４０Ｃ

40Ｕ－５００

mhIH
【】

4０

162例の中では根子学校の1350坪が最も大き

く，次いで小袋学校の408.5坪，黒沼学校の341

坪が大きい。根子学校の生徒数は186人,小袋学

校は66人，黒沼学校は56人であるから，この３

校は生徒数の少ない割には大きな敷地面積を

持っていたことがわかる。

運動場面積は敷地面積の範囲内でしか確保で

きないのであるから，上に述べたように敷地そ

のものが狭い以上運動場面積も狭くならざるを

得ないのである(敷地面積は表４参照)。こうし

た中でも，表５に見られるように，校舎をＬ字，

または．字型にしたり，敷地の端に建てたり，

或いは東和賀郡や稗貫郡等に見られるように，

２階建ての校舎を建てるなどして，限られた敷

地内で運動場を確保するための配慮が加えられ

ていると見なされる例を見ることができる。し

かし工夫がなされていると言っても，従来の寺

院や民家を借用している場合には手が加わって

いない。従ってこれは新築の場合にのみ検討す

べきことがらである。が，平面図にはそれが新

築であるか否かの記述は必ずしも明記されてい

ないため,ここでは162例中にそのような例が見

られるという指摘にとどめざるを得ない。

（２）運動場の形状

明治32年の「小学校設備準則」では，運動場

の形状について「方形若クハ之二類スル形状」

と指示されているが，明治'6年ではその実際は

どのようだったのであろうか｡ここでは169例全

部について検討していく。

その際，敷地のどの部分を運動場と見なすか

が問題である。敷地全体のうち建物を除いた部

分が必ずしも運動場とは限らないし，運動場と

思われる場所がある学校の平面図を見ると，そ

れは「空き地」や「庭」であったりする。また

特に建物が敷地の中央にあるような場合には，

その周囲全体を運動場と見なして述べる事には

表５小学校の形状と方角（明治16年）

|面積(坪)｜胆沢郡｜滅卿｜東和鯛|西和賀郡 ;稗醐｜｣上岩手郡|南岩手郡'二戸郡 i:波郡ｌ北ﾌﾞ１Jﾖ郡Ｉ東閉伊歯

1小学校数１２９１理１４６１１１１３９１イ１１０
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ＨｉＯ１９１３ｉＴ１－ＴＴ５－Ｔ－ＴＦｉゴー￣１
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その結果，この基準に該当するものは10例で

あった。もちろん，ここで問題なのは当時の岩

手県において，学年別の授業が行われていたの

かどうかである。全体的にみて寺子屋風の建物

で，教場が１つという場合が少なくない。そこ

で，寺子屋でしかも教場も１つという学校は体

操を実施するにしても，全校一斉であったろう

とみなし，１０例の中から除外することとした。

しかしその10例に関しては寺子屋風の建物は意

外に少なく，該当する小学校は１校だけであっ

た。したがって，中央に建物がある場合で，運

動場とみなされる坪数を持つ学校は９校であっ

たことになる。

このようにして，平面図169例のうち，「遊歩

場｣，「敷地」等の名称で運動場部分を示した３８

例(表１)，名称はないがとにかく運動場とみな

される敷地（１人１坪以上)．(表３）を有する４９

例，さらに上述の９例を合わせた96例の学校が

体操に利用できる敷地を持っていたことにな

る。

この96例の運動場の状況を示したのが表６で

ある。

９６例の中で「長方形」と「ほぼ方形」を合わ

せると69例になる。他はＬ型11例，台形11例，

問題がある。そこでこの中央に建物がある場合

には，その周囲のどの場所が運動場とみなせる

か確かめてみることにした。確かめる方法は，

およそ次の通りである。

中央に建物がある小学校(169例中20例）につ

いて，その学校の生徒数と敷地坪数から建坪数

を引いた，運動場と思われる坪数を算出する。

次に，当時の小学校を４学年（教育令では就

学義務は８年であるが，最大限４年までの短縮

を認めていたため，事実上４年である｡）と仮定

して４で割り，１学年１クラスの人数を出す。

これは当時クラス単位で体操の授業が行われて

いた可能性を考慮したものである。(全校一斉に

行った場合の１人１坪の割合については既に表

３に示してある｡）

次に，運動場と思われる坪数であっても，平

面図で明らかに通路程度のものと思われるもの

は除外する。残った例について，平面図の建物

に書き込んである寸法をもとに，運動場となり

えそうな周囲の中で最も広い場所の面積を割り

出す。

そして，その面積を学年の人数で割り，１人

当たり１坪以上の面積を持つ小学校については

運動場と見なすことにした。

表６運動場の形状と方角（明治１６年）

↓燕唇・正而稽（坪）llIHjR郡｜江刺郡Ｉ菊和賀郡ｌ西和賀郡Ｉ稗津

菌｢壷數１２９ｉｌＪｉＪｌ４ｔ

ＰＵ
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閃１２２２２０１４羽１１６４翅四糊Ｉ
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鋼鯛測郡瀞南翻鵬

東､ﾘﾘ伊郡 合計

２ ４ 1５ ２ 1４
中Ｉ ０ 0 0 ０ ０ 0 3７

運
動
場
位
置

東

西

南

北

周囲

不明

０
０
７
１
２
９

１

鯛
２
１
１
３

２１

０
０
０
１
３
０

４
鯏
旧
綱
７
７

２
１
５
２
銅
０

５
１輌
別
２
ｍ
４

１
０
０
０
１
０

０
０
０
０
０
２

０
０
０
０
０
２

０
０
１
１
２
６

０
０
０
０
０
２



大久保英哲：近代学校における運動場の形成過程に関する研究(第１部） 153

表７運動場の方位（明治１６年）

担沢】;１１１'Ⅱ1嘘Ｋ１東和習郡１両和瞥郡Ｉ纏圏矛 =郡ｉ紫波灘 」．詞間

Ｕ

０

その他６例である。概ね「方形若勿､之二類ス

ル形状」と言って差し支えない。

運動場の形状は敷地の形状や建物等の形状に

よって左右されるが，この時代既に運動場とし

ては，方形もしくはそれに近い形のものが考え

られていたことになる。

（３）運動場の方位

運動場の方位は,衛生的環境整備の立場から，

風通しが良く，日当たりも良好と思われる東方

もしくは南方が理想的であると文部省側では，

明治28年「学校建築図説明及び設計大要」に示

した。

表７の運動場方位の項目は，運動場として示

されている場所がどの方向に面しているかを表

したものである。「南一束」というのは例えば，

方形の敷地の北西に校舎が立っている場合，運

動場は校舎から見て南側から東側にかけて広

がっている状態を示している。

表７に示されている全部で96例の内，方位が

明らかにされていないものは４例である。これ

以外の92例は方位が明らかであり，やはり南側

もしくは東側にかけてが多い。

中でも東和賀郡は37例中28例（76％）がそれ

であり，稗貫郡も32例中20例（62％）と高い。

しかし,北側という例が全くないわけではない。

もっとも当時の校舎はほとんどが平屋で，わず

かに２階建てが見られる程度であるから，日当

たりだけからは南である必要性はそれほどでも

なかったかもしれない。

（４）性別区画と新築学校の運動場

ここでは平面図169例に示された運動場の中

で，他と異質な２例について検討する。１つは

江刺郡福岡村仁田小学校で，性別区画された校

舎を持ち，その南に運動場らしい敷地を持って

いる。もう１つは，明治16年に岩手県でただ１

つの新築の届けを出した，南岩手郡繋小学校の

例である。

①江刺郡福岡村仁田小学校

仁田小学校は敷地30坪，建坪12.5坪で生徒数

47人の小規模な学校である。図６がその平面図

で，これによると，先ず昇降口が男女別に区画

されている。教室は昇降口を境に１－６までの

番号を付されて６－８室にそれぞれ区画されて

いる。授業が学年もしくはクラス別に行われて

いたことを窺わせるが，そうだとすると体操も

男女別に行われていた可能性を有する。校舎の

南側に体操ができる程度の敷地もある。けれど

も運動場が男女別に区画されていないどころ

か,｢遊歩場｣等の運動場表記さえ見当たらない。

教員も１人で,生徒数も少ない。明治16年には，

岩手県の校舎の多くは寺子屋風で，教室も１室

という場合が多い。男女別区画と学年別教室を

DlJLLfLLmLJLJ。
聯郡燕郡搬螂繊蝋髄

｣上岩手郡|南岩手郡'二戸郡 紫波郡 |」Ｕ１Ｆ郡 東閉伊郡 鵠＋
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図６男女区画を持つ江刺郡仁田小学校 図７新築された南岩手郡欝小学校

結語
持っていたのは平面図で見る限り，江刺郡の上

口内，下口内，柳木田小学校１校と仁田小学校

の４校だけであった。いずれも仁田小学校と同

様，授業を学年もしくはクラス別に行っていた

可能性は現実には低く，ましてや体操をそのよ

うに行っていたとは殆ど考えられない。

②岩手郡繋小学校

岩手郡繋小学校は明治16年に新築された小学

校である。敷地354.62坪，建坪22.5坪，生徒数

120人と比較的大きな規模の学校である｡図５は

その平面図である。これによれば，教室は「生

徒溜」としてl室だけで，新築とはいえ，従来

の寺子屋風と何ら変わるところはなかった。

次に，運動場について見てみよう。先ずこの

平面図には「遊歩場」等の運動場表記は見られ

ない。そこで，敷地から建坪数を引いた面積を

算出すると，333.12坪と比較的広く，１人当た

り３坪に近い広さである。校舎の位置も東端寄

りであり，この場所が運動場として利用できる

可能性は充分あったと考えられる。

ただ問題は運動場の方角である。既に触れた

が,文部省の基準は南側もしくは東側であった。

この平面図では運動場は明らかに，西あるいは

北側にある。運動場にあっても方向等に関して

は特別な配慮はなされていなかったのである。

学校建築の平準化が明治16年当時まだ進行して

いなかったことを窺わせる。

以上,明治16年の岩手県の運動場について169

例の学校平面図をもとに検討してきた。先ずそ

の結果を簡単にまとめておこう。

(1)「遊歩場」等の名で運動場を表記してあっ

たのは38例（21％）に過ぎなく，その面積は

最大291坪，最小８坪，平均75.6坪であった。

(2)一方，運動場表記の有無を抜きにした運動

場になりうる最大値（敷地面積一建物面積）

（124例）をみてみると，100坪以下が82例

（66％)，100坪以上が42例(34％）であった。

広い敷地を持つ例は北上川沿地域に多く見ら

れた。

(3)運動場の形状は方形またはこれに類するも

のが大部分であった。

(4)運動場の位置は，校舎の南側もしくは東側

が大多数であったが，北側もしくは西側の例

も若干見られた。

注及び引用・参考文献

1）能勢修一,明治体育史(増補版)，道遙書院昭和56年，

121頁

2）能勢修一，「体操伝習所卒業生の体育活動｣鳥取大学

教育学部研究報告,教育科学,第13巻１号,157-78.

3）大久保英哲，「体操伝習所卒業生原収蔵の岩手県に

おける体育活動について」体育学研究第32巻１号．

11-24頁，１９８７．

４）火災，戦災による亡失，或いは体操が軍事と密接な



大久保英哲：近代学校における運動場の形成過程に関する研究(第１部） 155

関連を持っていたことによる敗戦時の処分等も

あって，どの県でもと言うわけには行かないが，県

立学校等に関しては県庁文書，学校日誌等に－次史

料を見出せる場合がある。これにたいして一般学校

については，資料保存の規定未整備などの理由によ

り，統一的な一次的史料を得ることには相当の困難

がある。

５）根津修貴雄，「明治初期岩手県における小学校教育

費の社会的統制と組織化｣，荒井武（編)，近代学校

成立過程の研究，御茶の水書房，1986,122頁．

６）こうした状況について岩手新聞第11号（明治17年６

月４日)，１２号（６月５日）は北閉伊郡小川学校の例

を次のように伝えている．

「北閉伊郡小川学校と称するは，門，穴沢，母衣綿

の三ケ村，戸数合わせて四百四五十戸ありて山間僻

廠にして人家星散の地なり。・・・門村の中央なる不

昧庵寺の仮学校を・・・新築にすることを協議決定

し，その費金は四百余円の予算なり。該金額を夫々

寄付にて募らんとする・・・」

７）岩手日々新聞，第144号，明治20年３月18日

８）巌手新聞,第224号,明治18年２月23日によれば,「○

教員の困難金融の逼迫何処も同じことながら盛

岡以北各郡の僻村は殊に甚だしくうその影響痛く学

校に及び，書籍器械は勿論筆墨紙だに購求せず。教

師給料の如きは大体五六ケ月も滞り，甚だしきは昨

年中丸で－金も渡さぬ場所もある由。それゆえ教員

の困難甚だし〈，日常の衣食さえも差し支ふる程な

りと。・・・」（句読点筆者）

９）巌手新聞,第321号,明治18年６月18日によれば,「○

学校費に鍋釜を納む北閉伊郡有芸村辺の或る学

校の教員へ戸長役場より人民の上納金一切無きが

為，給料を遣られぬからとの申し訳をなし，四ケ月

ばかり滞りし所，教員も糊口に差し支える次第故戸

長に迫りたるに，如何にしても人民より上納なき故

共々に督促なし呉れとの頼みに，教員も夫々督促せ

しに，村民は誠に申し訳もなしいずれ明日との挨拶

をなし置き，翌日四五人連にて鍋釜を持参し先づ是

にても御請取り下されとの口上に，教員も村民の困

難を推察し，先の督促は我が誤りなりとて，却って

詫びを言い帰せしよし」

10）岩手日々新聞，第144号，明治20年３月18日，によれ

ば，仁王役場より明治19年度学校費の未納督促を受

けた住民，±村某は次のように答えて吏員を｢当惑」

させた。「・・・果ては全体学校と云ふ者は人民の厄

介者だ。別段学校へやったとて上等な官史にもなら

れず；手振足振りなど発狂人の様な稽古は無益の親

玉・・・」（句読点筆者）

11）岩手県学務課，参考諸器械準備ノ儀に付体操伝習所

へ回答，明治18年12月16日，明治18年岩手県公文類

纂，また岩手県教育史資料集，第13集，113頁．

12）岩手県教育委員会(編)，岩手近代教育史,第４巻(資

料・年表編)，昭和56年，298頁．

13）明治14年９月から18年12月までの卒業生は95人。内

訳は次の通り。

（明治14年９月17日原収造着任）

明治14年12月24日卒業１６名

明治15年６月30日卒業１７名

明治16年４月30日卒業２０名

計53名

（明治17年２月23日原収造退職）

明治17年２月26日卒業４名

明治17年４月26日卒業１名

明治17年５月26日卒業５名

明治18年８月８日卒業１２名

明治18年２月27日卒業１０名

明治18年３月14日卒業５名

明治18年７月31日卒業５名

計42名

（明治18年12月16日体操実施状況調査）

合計95名

岩手県教育委員会（編)，岩手近代教育史，第１巻，

567-70頁及び776頁より算出。

14）岩手県教育委員会（編)，岩手近代教育史，第１巻，
776頁

15）大久保英哲，「明治期岩手県における近代学校体育

の受容過程に関する研究（その３)」盛岡大学紀要，

第７号，1987,153-66頁．

16）原収造以前にも体操が行われていたこと（拙稿「明

治期岩手県における近代学校体育の受容過程に関

する研究（その１）盛岡大学紀要，第６号，1986,

37～50頁)，あるいは原収造が講習会等で体操を伝

授していたこと等を考えれば，５０校の指導者が全て

皆師範学校卒業生であったと考えることはできな

いであろう。それらの比率を明らかにすることは今

後の課題である。

17）岡井益太郎，西南閉伊郡小学督業官岡井益太郎西南

閉伊郡学事巡視功程進達，明治19年８月11日，明治

１９年岩手県公文類纂
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本県御成規之通

１．教科用書籍及器械

本県御成規之通

１．試験法

本県御成規之通

通則

第１入学退学等の規則

本県御成規之通

第２休業定日

本県御成規之通

第３授業科規則

第１款授業料ヲ分ツテー業ニニ等トス

一等ハ金５銭，二等ハ金３銭トス

ル事

第２款生徒一人二付毎月二十日一等ノ

授業料ヲ納ムル可キ事

第３款二等ノ授業料ヲ納ムル者ハ父母

或ハ後見人ヨリ其由ヲ申出学務

委員ノ軍届ヲ得可キ事

第４款一家二人ノ子女ヲシテ入校セシ

ムル者ハ学務委員二其由ヲ陳シ

二等ノ授業料ヲ納ムヘキ事｡但シ

三人以上入校スル者ハニ人ノ外

授業料ヲ納ムルニ及ハス

第５款貧窮ニシテ授業料ノ納ムル能ハ

ザル者ハ伍長又ハ隣家ノ証ヲ得

其由ヲ父母或ハ後見人ヨリ学務

委員二申出デ相違ナキニ於テハ

免除スヘシ

第４生徒必得

本県御成規之通

第５生徒罰則

本県御成規之通

１．教員職務心得

教員助手

本県御成規之通

１．教員等人員

訓導１名

１．助手人員２名

１．教員俸給

訓導月俸金７円

助手月俸金４円但シ１人二付金２円

宛

１．教員学力品行及び履歴

18）津田智子，明治初期奈良県における学校運動場の研

究，昭和58年度奈良女子大学大学院文学研究科修士

論文，1983。またこの津田論文については，山本徳

郎｢スポーツと体操一反時代的考察｣，奈良女子大学

体育学教室(編)，からだロジー入門，150頁，大修

館，1989でも言及されている。

19）梅根悟｢運動場の歴史－中教審答申がそこへの回帰

を指向している明治中期改革とは何であったか

－｣，私の中教審答申批判，明治図書，1965年，

63-101頁．

20）運動場の拡大や唖鈴等の確保は教員や篤志家の寄

付によって行われることが多かった。一例を上げれ

ば，明治19年盛岡市東中野村高橋米蔵は畑約190坪

を運動場用に上小路小学校に寄付(巌手新聞，明治

１９年４月14日，第568号)，仁王小教員一同同校へ唖

鈴50組を寄付（岩手日々新聞，明治19年11月10日，

第45号）等。

21）谷釜了正，「運動場の定型化の要因一小学校屋外運

動場設置基準の法制化の過程（明治５－３２年）に関

する－考察｣，体育学研究第24巻４号，1980年，

265-79頁．

22）福地豊樹･萩原豊，「明治期における群馬県下の小学

校屋外運動場設置状況に関する史的考察｣，群馬大

学教育学部紀要・芸術・技術・体育・生活科学編，

第17巻，1981年，21-41頁．

23）教育令，１７８９（明治12）年９月29日，太政官布告４０

号，神田修･山住正已（編)，史料日本の教育（第３

次改定版)，学陽書房，昭和61年，118頁．

24）岩手県学務課，公立学校設立願伺届文例文部省伺之

件，明治13年４月16日，明治13年岩手県公文類纂

25）岩手県文書課,町村立学校幼稚園書籍館設置廃止規

則伺，明治14年６月21日，明治14年岩手県公文類纂

26）岩手県学務課,既設二係ル学校設置開申方各郡役所

へ御達，明治16年10月９日，明治16年岩手県公文類

纂，また岩手県教育史資料集第Ｕ集，２７頁．

27）朽内小学校設置伺

１．設置の目的

当小学区学齢児童ヲシテ普通教育ヲ受ケシ

メンカ為メ初等中等高等小学科ヲ授ク

１．名称

公立朽内小学校

１．位置

陸中国紫波郡朽内村26番地

１．学科学期課程
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１．生徒人員

８３名

１．敷地建物

別冊之通

１．歳入歳出予算

金194円歳入

内金174円協議集金

金２０円生徒授業料

金194円歳出

内金84円教員給料

金４８円助手給料

金５円旅費

金１２円諸給料

金５円営繕費

金１５円書籍器械費

金７円筆墨紙費

金７円薪炭抽費

金５円生徒試験費

金３円借用貸費

金３円雑費

１．保護負担の町村

紫波郡江柄村

析内村

北沢村

右之通既設事項開申候也

明治16年２月21日

紫波郡江柄，朽内，北沢村学区学務委員

横沢久吉

岩手県令島惟精殿
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図２紫波郡朽内小学校校舎・敷地借用証（－部）

瓢

図３紫波郡朽内小学校平面図

（綴処理のため右端を欠く）

付記１．本論稿の作成に当っては，大富俊子氏の史料

収集と集計・分析に負うところが大きかった。

記してその労に感謝したい。

２．第２部巻末に明治16.17年分の全学校分の集

計資料を付したので参照されたい。


